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○朝霞市既存建築物耐震改修等補助金交付要綱　 

令和３年４月１日 

要綱第99号 

（趣旨） 

第１条　この要綱は、地震による既存建築物の倒壊等の被害を防ぎ、安全な建築物の整備を促進

するため、耐震改修又は耐震シェルター若しくは耐震ベッド（以下「耐震シェルター等」という。）

（以下「耐震改修等」という。）の購入及び設置を実施する者に対して、予算の範囲内において

朝霞市既存建築物耐震改修補助金（以下「補助金」という。）を交付することに関し、必要な事

項を定める。 

（補助対象） 

第２条　補助金の交付の対象となる耐震改修等は、次の各号のいずれかに掲げる耐震改修とす

る。 

(1)　朝霞市既存建築物耐震診断補助金交付要綱（令和３年朝霞市要綱。以下「耐震診断補助

要綱」という。）第２条から第４条までの規定を満たす耐震診断を受けた上部構造評点が1.0

未満の木造の建築物に対し上部構造評点が1.0以上になるように補強を行う耐震改修 

(2)　耐震診断補助要綱第２条から第４条までの規定を満たす耐震診断を受けた構造耐震指

標が0.6未満の木造以外の建築物に対し、構造耐震指標が0.6以上となるように補強を行う

耐震改修 

(3)　耐震診断補助要綱第２条から第４条までの規定を満たす耐震診断を受けた上部構造評

点が0.7未満の木造の戸建住宅（併用住宅を含む。以下同じ。）又は共同住宅（建物の区分

所有者等に関する法律（昭和37年法律第69号）に規定する区分所有者の居住の用に供す

る建築物をいい、長屋を含む。以下同じ。）（以下「戸建住宅等」という。）の１階部分に、公的

機関により安全性の評価を受けた耐震シェルター等を購入し、及び設置を行う改修 

２　補助金の交付を受けることができる者は、前項各号の耐震改修等の対象となる建築物の所有

者（共同住宅にあっては、当該共同住宅の管理を行う管理組合その他の団体）とする。 

（耐震改修施工者） 

第３条　補助金の交付の対象となる耐震改修を施工する者は、原則として市内に事務所を置く建

設業者（建設業法（昭和24年法律第100号）第２条第３項の建設業者をいう。）とする。ただし、

耐震シェルター等の購入及び設置については、この限りでない。 

（補助金交付額等） 

第４条　補助金の額は、次の各号に掲げる耐震改修等の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

この場合において、補助金の交付は、建築物１棟につき第１号から第４号までのいずれか１回に

限るものとする。 



2/6

(1)　戸建住宅に係る耐震改修等　次に掲げる額の合計額。ただし、交付に当たっては、あらか

じめイの額を差し引くものとすること。 

ア　別表（い）の項に掲げる額 

イ　租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第41条の19の２に規定する所得税額の特別

控除の額 

(2)　共同住宅に係る耐震改修等　次に掲げる額の合計額。ただし、交付に当たっては、あらか

じめイの額を差し引くものとすること。 

ア　別表（ろ）の項に掲げる額 

イ　租税特別措置法第41条の19の２に規定する所得税額の特別控除の額 

(3)　戸建住宅等以外の住宅に係る耐震改修等　別表（は）の項に掲げる額 

(4)　耐震シェルター等　別表（に）の項に掲げる額 

（交付申請） 

第５条　耐震改修に係る補助金の交付を受けようとする者は、耐震改修の工事前に次に掲げる関

係書類を添えて市長に提出しなければならない。 

(1)　耐震改修等補助金交付申請書（様式第１号） 

(2)　耐震補強後の耐震診断の総合評価及び補強方法を示す平面図等（木造の建築物に限

る。） 

(3)　耐震判定委員会等が発行する耐震補強性能判定票等（木造以外の建築物に限る。） 

(4)　契約書の写し又はそれに代わるもの 

(5)　耐震改修工事費（耐震改修工事に係る費用とリフォーム等に係る費用を分けて記載した

ものとする。）及び耐震補強設計費の見積書等の写し 

(6)　確認済証の写し又は建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第123号）に

よる計画認定通知書の写し 

(7)　別表（い）の項ただし書の適用区分が分かるもの（該当者の情報について調査されること

に該当者本人が同意した場合を除く。） 

(8)　耐震診断補助要綱第７条第１号から第４号までに掲げる書類（耐震診断補助要綱に基づ

く朝霞市既存建築物耐震診断補助金を交付されていない場合に限る。） 

(9)　前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類 

２　耐震シェルター等の購入及び設置に係る補助金の交付を受けようとする者は、耐震シェルタ

ー等の購入及び設置前に次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。 

(1)　耐震改修等補助金交付申請書 

(2)　耐震診断結果を証する書類 

(3)　付近見取図 
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(4)　確認済証の写し又は建築時期が分かるもの 

(5)　建築物の所有者が確認できるもの 

(6)　耐震シェルター等の購入費用及び設置費用が記載された見積書等 

(7)　設置予定場所の写真 

(8)　別表（い）の項ただし書の適用区分が分かるもの（該当者の情報について調査されること

に、該当者本人が同意した場合は除く。） 

(9)　前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類 

３　市長は、前２項の耐震改修等補助金交付申請書等を、先着順に受け付けるものとし、補助金

の交付申請額が予算の範囲を超えるときは、受付を停止することができる。ただし、受付の停

止以後においても、補欠受付を先着順に補欠番号を付して行い、既に耐震改修等補助金交付

申請書等を提出した者の交付申請の取下げ又は補助金の不交付の発生に応じて、補欠番号

順に受け付けるものとする。 

（交付決定） 

第６条　市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにこれを審査し、交付す

ることを決定したときは、耐震改修等補助金交付予定額決定通知書（様式第２号）により当該申

請書を提出した者（以下「交付決定者」という。）に通知するものとする。この場合において、市

長は補助金の交付決定について次の条件を付する。 

(1)　本要綱の規定を遵守すること。 

(2)　補助金の交付予定額は、耐震改修等に係る費用の確定により変更する場合があること。 

（耐震改修等の着工） 

第７条　交付決定者は、速やかに耐震改修等に着手し、かつ、着工届（様式第３号）を市長に提出

しなければならない。 

（中間検査） 

第８条　前条の規定により耐震改修等に着手した者は、耐震改修等の補強内容が外観上把握で

きる時期に中間検査依頼書（様式第４号）を市長に提出しなければならない。 

（交付決定の取下げ） 

第９条　交付決定者は、補助金の交付申請を取り下げるときは、耐震改修等補助金交付決定取

下願（様式第５号）を市長に提出しなければならない。 

２　前項の規定による取下げがあったときは、第６条の規定に定める補助金交付予定額の決定が

なかったものとし、それまでに要した費用は、自己負担とする。 

（耐震改修等の変更） 

第10条　交付決定者は、第６条の規定により交付の決定を受けた耐震改修等の内容を変更しよ

うとするときは、耐震改修等変更届（様式第６号）に耐震改修にあっては第５条第１項第２号から
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第９号までに掲げる書類を、耐震シェルター等にあっては第５条第２項第２号から第９号までに

掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

（完了報告） 

第11条　交付決定者は、耐震改修が完了したときは、次に掲げる書類を市長に提出しなければな

らない。 

(1)　耐震改修等完了報告書（様式第７号） 

(2)　耐震改修工事費精算内訳書（様式第８号） 

(3)　領収書の写し 

(4)　全ての耐震補強の内容が分かる工事状況の写真 

(5)　耐震改修等補助金支払請求書（様式第９号） 

(6)　前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類 

２　交付決定者は、耐震シェルター等の設置が完了したときは、次に掲げる書類を市長に提出しな

ければならない。 

(1)　耐震改修等完了報告書 

(2)　耐震シェルター等の購入費用及び設置費用が記載された領収書等 

(3)　設置状況が分かる写真 

(4)　耐震改修等補助金支払請求書 

(5)　前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類 

３　第１項又は前項に掲げる書類は、補助金の交付決定があった日の属する年度の１月31日まで

に市長に提出しなければならない。ただし、同日までに耐震改修等が完了しないことについて、

やむを得ない理由があると市長が認めた場合は、市長が別に定める日までに提出しなければ

ならない。 

（補助金の確定） 

第12条　市長は、前条の規定による報告書の提出があったときは、速やかにこれを審査し、及び

現地を確認した上で補助金の額を確定し、補助金の額を確定したときは、耐震改修等補助金

交付確定額通知書（様式第10号）により当該報告書を提出した者に通知するとともに、補助金

を交付するものとする。 

（補助金確定の取消し） 

第13条　市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の

交付確定額の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1)　偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき。 

(2)　補助金を交付目的以外に使用したとき。 

(3)　この要綱の規定に違反したとき。 
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２　市長は、前項の規定により補助金交付確定額を取り消したときは、耐震改修等補助金交付確

定額取消通知書（様式第11号）により、当該取消しを受けた者に通知するものとする。 

（補助金の返還） 

第14条　市長は、前条第１項の規定により補助金交付確定額を取り消した場合において、当該取

消しに係る補助金を既に交付しているときは、耐震改修等補助金交付確定額返還請求書（様

式第12号）により、当該取消しに係る者に期限を定めて返還を求めることとする。 

（耐震シェルター等設置者の遵守事項等） 

第15条　この要綱により取得し、又は効用の増加した財産については、設置完了後においても善

良な管理者の注意をもって管理を図らなければならない。 

２　やむを得ない場合を除き、この要綱により取得し、又は効用の増加した財産については、補助

金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。 

（免責） 

第16条　補助金の対象となる耐震シェルター等の設置は、地震による建築物の倒壊等から生命

を守ることを保証するものではなく、被害が発生しても市はその責任を負わないものとする。 

（市長の助言） 

第17条　市長は、補助金の交付を受けることができる者に対して、この要綱の施行に関し必要な

助言をすることができる。 

（委任） 

第18条　この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 

 

附　則 

（施行期日） 

１　この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

附　則 

（施行期日） 

１　この要綱は、令和8年４月１日から施行する。 
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別表（第４条関係） 
 

建築物の用途 補助金の額（当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数

を切り捨てた額）
 

（い） 戸建住宅 耐震改修に要した費用に5分の1を乗じて得た額又は20万円のう

ちいずれか少ない額 

ただし、次のいずれかに該当する者が補助対象建築物の居住者に

含まれる場合は、耐震改修に要した費用の相当額又は40万円のう

ちいずれか少ない額 

ア　身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第4項の

規定により身体障害者手帳の交付を受けた者 

イ　埼玉県療育手帳制度要綱（平成14年埼玉県告示第1365号）第

2条の規定により療育手帳の交付を受けた者 

ウ　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第

123号）第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳

の交付を受けた者 

エ　介護保険法（平成9年法律第123号）第27条第7項の規定によ

る要介護認定又は同法第32条第6項の規定による要支援認定

を受けた者 

オ　国民年金法（昭和34年法律第141号）第30条から第30条の4ま

で及び被用者年金各法の規定に基づき障害を支給事由とする

年金の受給権を有する者 

カ　労働者災害補償保険法（昭和22年法律第50号）の規定に基づ

き障害（補償）年金の受給権を有する者 

キ　65歳以上の者
 

（ろ） 共同住宅 耐震改修に要した費用に5分の1を乗じて得た額又は戸数に30万

円を乗じて得た額のうちいずれか少ない額（当該額が1,000万円を

超えるときは、1,000万円）
 

（は） 戸建住宅等以

外の場合

1棟当たり耐震改修に要した費用に10分の1を乗じて得た額又は

100万円のうちいずれか少ない額
 

（に） 耐震シェルタ

ー等

耐震シェルター等の購入及び設置に要する費用に2分の1を乗じて

得た額又は40万円のうちいずれか少ない額とし、耐震シェルター等

の基数は、戸建住宅等1戸当たり1基を限度とする。ただし、（い）の項

アからキまでのいずれかに該当する者が、補助対象建築物の居住者

に含まれる場合は、耐震シェルター等の購入及び設置に要する費用

に10分の9を乗じて得た額又は40万円のうちいずれか少ない額


